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○佐賀県私立学校等に関する規則 

平成14年３月29日 

佐賀県規則第44号 

佐賀県私立学校等に関する規則をここに公布する。 

佐賀県私立学校等に関する規則 

私立学校法施行細則（昭和31年佐賀県規則第24号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、学校教育法（昭和22年法律第26号）及び私立学校法（昭和24年法

律第270号）の規定に基づき、知事の所管に属する私立学校、私立の専修学校及び私

立の各種学校並びに学校法人及び私立学校法第152条第５項に規定する法人（以下「準

学校法人」という。）に関する事務手続について、他の法令に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（令７規則30・一部改正） 

（学校設置認可申請等） 

第２条 学校教育法第４条第１項の規定により私立学校の設置の認可を受けようとす

る者は、当該私立学校を開設しようとする月（以下「開設月」という。）の15月前ま

でに学校設置認可申請書（様式第１号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により学校設置認可申請書を提出した者は、当該申請に係る審査におい

て必要と認められる場合には、開設月の８月前までに関係書類提出書（様式第１号の

２）を知事に提出しなければならない。 

３ 学校教育法第４条第１項の規定により次の各号に掲げる事項の認可を受けようと

する者は、それぞれ当該各号に定める申請書を当該事項を行おうとする日の３月前ま

でに知事に提出しなければならない。 

(1) 私立学校の廃止 学校廃止認可申請書（様式第２号） 

(2) 私立高等学校（私立中等教育学校の後期課程を含む。次号において同じ。）の

課程の設置 課程設置認可申請書（様式第３号） 

(3) 私立高等学校の課程の廃止 課程廃止認可申請書（様式第４号） 

(4) 私立高等学校等（私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程をいう。以下

同じ。）の学科の設置 学科設置認可申請書（様式第５号） 
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(5) 私立高等学校等の学科の廃止 学科廃止認可申請書（様式第６号） 

(6) 私立学校の設置者の変更 設置者変更認可申請書（様式第７号） 

(7) 私立学校（私立高等学校等の通信制の課程で学校教育法第54条第３項に規定す

るもの（以下「広域の通信制の課程」という。）を除く。）の収容定員に係る学則

の変更 収容定員に係る学則変更認可申請書（様式第８号） 

(8) 広域の通信制の課程に係る学則の変更（学校教育法施行令（昭和28年政令第340

号。以下「令」という。）第23条第１項第11号に規定する軽微な変更として文部科

学省令で定めるものを除く。） 広域通信制課程学則変更認可申請書（様式第９号） 

（平15規則20・平20規則５・令５規則35・令７規則30・一部改正） 

（授業の停止） 

第３条 私立学校の設置者は、私立学校の授業を１週間以上停止しようとするときは、

その旨を授業停止届（様式第10号）により知事に届け出なければならない。 

（学校長採用届） 

第４条 学校教育法第10条の規定による届出は、学校長採用届（様式第11号）により行

わなければならない。 

（学校教育法施行令第27条の２第１項の規定による届出） 

第５条 令第27条の２第１項の規定による届出は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ

当該各号に定める届出書により行わなければならない。 

(1) 私立学校の目的を変更しようとするとき 目的変更届（様式第12号） 

(2) 私立学校の名称を変更しようとするとき 名称変更届（様式第13号） 

(3) 私立学校の位置を変更しようとするとき 位置変更届（様式第14号） 

(4) 学則の変更（令第23条第１項第11号及び第12号に規定する学則の変更を除く。）

をしようとするとき 学則変更届（様式第15号） 

(5) 私立高等学校等の専攻科又は別科を設置しようとするとき 専攻科（別科）設

置届（様式第16号） 

(6) 私立高等学校等の専攻科又は別科を廃止しようとするとき 専攻科（別科）廃

止届（様式第17号） 

(7) 分校を設置しようとするとき 分校設置届（様式第18号） 

(8) 分校を廃止しようとするとき 分校廃止届（様式第19号） 
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(9) 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき 経費の見積り及び維持方

法の変更届（様式第20号） 

(10) 校地、運動場その他直接保育又は教育の用に供する土地に関する権利を取得し、

若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更をしようとするとき 校地等変更

事前届（様式第21号） 

(11) 校地、運動場その他直接保育又は教育の用に供する土地に関する権利を取得し、

若しくは処分したとき又は用途の変更をしたとき 校地等変更完了届（様式第21

号の２） 

(12) 校舎その他直接保育又は教育の用に供する建物に関する権利を取得し、若しく

は処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変

更を加えようとするとき 校舎等変更事前届（様式第22号） 

(13) 校舎その他直接保育又は教育の用に供する建物に関する権利を取得し、若しく

は処分したとき又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えた

とき 校舎等変更完了届（様式第22号の２） 

（令５規則35・令７規則30・一部改正） 

（私立の専修学校への準用等） 

第６条 第２条（第３項第４号、第５号、第７号及び第８号を除く。）から前条（第１

号、第５号、第６号及び第９号を除く。）までの規定は、私立の専修学校について準

用する。この場合において、第２条中「第４条第１項」とあるのは「第130条第１項」

と、第４条中「第10条」とあるのは「第133条第１項において準用する同法第10条」

と、前条中「令第27条の２第１項」とあるのは「学校教育法第131条」と、同条第４

号中「学則の変更（令第23条第１項第11号及び第12号に規定する学則の変更を除く。）

をしようとするとき」とあるのは「学則を変更しようとするとき」と読み替えるもの

とする。 

２ 学校教育法第130条の規定による私立の専修学校の目的の変更の認可を受けようと

する者は、変更しようとする日の３月前までに目的変更認可申請書（様式第23号）を

知事に提出しなければならない。 

（平15規則20・平20規則５・令５規則35・令７規則30・一部改正） 

（私立の各種学校への準用） 
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第７条 第２条（第３項第８号を除く。）から第５条（第５号、第６号及び第９号を除

く。）までの規定は、私立の各種学校について準用する。この場合において、第２条

中「第４条第１項」とあるのは「第134条第２項において準用する同法第４条第１項」

と、第４条中「第10条」とあるのは「第134条第２項において準用する同法第10条」

と、第５条中「第27条の２第１項」とあるのは「第27条の３」と、同条第４号中「学

則の変更（令第23条第１項第11号及び第12号に規定する学則の変更を除く。）をしよ

うとするとき」とあるのは「学則（収容定員に係るものを除く。）を変更しようとす

るとき」と読み替えるものとする。 

（平15規則20・平20規則５・令５規則35・令７規則30・一部改正） 

（私立学校審議会の組織） 

第８条 私立学校法第８条第１項の規定に基づき設置する佐賀県私立学校審議会（以下

「審議会」という。）は、委員12人をもって組織する。 

２ 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 

（平17規則56・令７規則30・一部改正） 

（審議会の庶務） 

第９条 審議会の庶務は、総務部において処理する。 

（平16規則16・平28規則20・一部改正） 

第10条及び第11条 削除 

（平17規則56） 

（学校法人等の寄附行為の認可） 

第12条 私立学校法第23条第１項又は同法第152条第６項において準用する同法第23条

第１項の規定により学校法人又は準学校法人（以下「学校法人等」という。）の寄附

行為の認可を申請しようとする者は、学校法人等を設立しようとする日の３月前まで

に、学校法人等寄附行為認可申請書（様式第26号）を知事に提出しなければならない。 

（令３規則19・令７規則30・一部改正） 

（学校法人等の寄附行為の変更） 

第13条 私立学校法第108条第３項又は同法第152条第６項において準用する同法第108

条第３項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとする者は、学校法人等寄附

行為変更認可申請書（様式第27号）を知事に提出しなければならない。 
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２ 私立学校法第108条第５項又は同法第152条第６項において準用する同法第108条第

５項の規定による届出は、学校法人等寄附行為変更届（様式第27号の２）により行わ

なければならない。 

（平15規則20・令７規則30・一部改正） 

（学校法人等の解散） 

第14条 私立学校法第109条第３項又は同法第152条第６項において準用する同法第109

条第３項の規定により解散の認可又は認定を受けようとする者は、その解散しようと

する日の３月前までに、学校法人等解散認可申請書（様式第28号）を知事に提出しな

ければならない。 

２ 私立学校法第109条第５項又は同法第152条第６項において準用する同法第109条第

５項の規定による届出は、学校法人等解散届（様式第29号）により行わなければなら

ない。 

（令７規則30・一部改正） 

（学校法人等の合併） 

第15条 私立学校法第126条第３項又は同法第152条第６項において準用する同法第126

条第３項の規定により合併の認可を受けようとする者は、学校法人等合併認可申請書

（様式第30号）を知事に提出しなければならない。 

（令７規則30・一部改正） 

（登記の届出等） 

第16条 私立学校法施行令（昭和25年政令第31号）第６条第１項の規定による届出は、

登記完了届（様式第31号）により行わなければならない。 

２ 私立学校法施行令第６条第２項の規定による届出は、役員等変更届（様式第32号）

により行わなければならない。 

（令３規則19・令７規則30・一部改正） 

（提出書類等） 

第17条 知事は、必要があると認めるときは、各様式に定める添付書類以外の書類の提

出を求め、又は添付書類の一部の提出を免除することができる。 

（令７規則30・追加） 

（補則） 
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第18条 この規則に定めるもののほか、私立学校等の事務手続に関し必要な事項は別に

定める。 

（令７規則30・旧第17条繰下） 

附 則 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年規則第20号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年規則第16号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年規則第56号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年規則第20号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年規則第19号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する

間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和５年規則第35号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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附 則（令和７年規則第30号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条、第６条及び第７条の

改正規定、様式第１号を改める改正規定並びに様式第１号の次に１様式を加える改正規

定は、令和７年10月１日から施行する。 

 


